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「細則２－12 情報提供型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準」の解

説 

 

情報提供型ＡＩシステムは、セルフ給油取扱所において給油の許可の判断に資する情報を従業員へ提供するＡ

Ｉシステムです。令和５年国通知により、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において給油の許可の判断に資

する情報を従業員へ提供するＡＩシステムの導入に係る留意事項が示されました。 

当該通知を受け、情報提供型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所は、保安管理等の

基準である細則２－12を定める必要があります。 

関係通知：【令和５．５．15消防危 124】 

 

 

 

 

 

 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

「情報提供型ＡＩシステム」とは、

「セルフ給油取扱所において給油の

許可の判断に資する情報を従業員へ

提供するＡ システム」のことです。 


